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定
額
給
付
金

子
育
て
応
援
特
別
手
当

申
請
書
類
を

お
送
り
し
ま
す

　

定
額
給
付
金
は
、
住
民
へ
の
生
活
支
援
を
す
る
と
と

も
に
、
地
域
の
経
済
対
策
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
今
月
一
日
か
ら
申
請
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
同
時
に
子
育
て
応
援
特
別
手
当
が
、
国
の
緊

急
措
置
と
し
て
多
子
世
帯
の
子
育
て
に
か
か
る
負
担
を

考
慮
し
、
対
象
と
な
る
世
帯
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

�

申
請
書
を
記
入
・
返
送

申
請
書
に
記
入
し
、
必
要
書
類
と
と

も
に
返
信
用
封
筒
で
役
場
へ
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

�

給
付
決
定
通
知
書
を
発
送

町
が
、
返
送
さ
れ
た
申
請
書
の
記
載

内
容
等
を
審
査
し
、
世
帯
主
へ
給
付

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。（
子
育

て
応
援
特
別
手
当
に
つ
い
て
は
送
付

し
ま
せ
ん
）

�

金
融
機
関
口
座
へ
振
込

申
請
か
ら
二
〜
三
週
間
で
指
定
の
口

座
へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
一
か
月
以
上
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

給
付
ま
で
の
流
れ（
共
通
）

5月1日
世帯主あてに申請書を

発送開始

　

定
額
給
付
金

給
付
対
象

　

基
準
日　
（
平
成
二
一
年
二
月
一
日
）に

お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

�
葉
山
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
人

�
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る

人
（
不
法
滞
在
者
及
び
短
期
滞
在
者
は

除
く
）

申
請
・
受
給
者

　

世
帯
主
（
外
国
人
は
、
給
付
対
象
者
）

※
世
帯
主
が
世
帯
全
員
分
を
申
請
・
受
給

し
ま
す
。

給
付
額　

基
準
日
に
お
い
て

　

十
八
歳
以
下
…
二
万
円

　

六
五
歳
以
上
…
二
万
円

　

十
九
歳
〜
六
十
四
歳
…
一
万
二
千
円

①
平
成
十
四
年
四
月
二
日
〜
平
成
十
七
年

四
月
一
日
生
ま
れ
の
子
。

②
同
一
世
帯
に
い
る
平
成
二
年
四
月
二
日

〜
平
成
十
七
年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
子

の
な
か
で
、
第
二
子
以
降
（
第
二
子
を

含
む
）
の
子
。

③
基
準
日
（
平
成
二
一
年
二
月
一
日
）
に

お
い
て
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
子
で
あ

る
か
、
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ

て
い
る
子
（
不
法
滞
在
者
及
び
短
期
滞

在
者
は
除
く
）。

※
第
一
子
が
寮
な
ど
に
居
住
し
、
同
じ
世

帯
で
な
い
場
合
で
も
、
扶
養
の
事
実
が
確

認
で
き
れ
ば
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
者　

支
給
対
象
と
な
る
子
の
属

す
る
世
帯
の
世
帯
主

支
給
額　

対
象
と
な
る
子
一
人
に
つ
き
三

万
六
千
円

申
請
方
法
（
共
通
）

　

申
請
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
必
要
事

項
を
記
入
し
、
振
込
口
座
通
帳
（
ま
た

は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
）
の
写
し
（
任

意
）
と
と
も
に
、
同
封
の
返
信
用
封
筒

で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
（
共
通
）

　

平
成
二
一
年
十
一
月
九
日
（
月
）
消

印
有
効

　

申
請
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
、
給
付
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

金
融
機
関
口
座
が
な
い
人
に
限
り
、

現
金
に
よ
る
給
付
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

た
だ
し
、
現
金
給
付
に
つ
い
て
は
、

口
座
振
込
よ
り
も
給
付
時
期
が
遅
れ
る

こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
申
請
・
受
給
方
法
は
、
申
請

書
に
同
封
の
「
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

�
定
額
給
付
金
に
つ
い
て
は

　

企
画
調
整
課

　

�
内
線
三
三
一
〜
三
三
三

�
子
育
て
応
援
特
別
手
当
に
つ
い
て
は

　

子
ど
も
育
成
課
�
内
線
二
六
〇

　

子
育
て
応
援
特
別
手
当

支
給
対
象
と
な
る
子

　

①
か
ら
③
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す

る
子
が
対
象
と
な
り
ま
す
。



３

特　

集
給付金を振

り込むので
�

キャッシュ
カードの�

番号を教え
てください

�

注意�
定
額
給
付
金　
振
り
込
め 
詐  
欺 

さ 

ぎ

ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

定
額
給
付
金
や
子
育
て
応
援
特
別

手
当
の
給
付
を
装
っ
た
振
り
込
め 
詐 さ

 
欺 
や
町
の
職
員
を
名
乗
る
不
審
電
話

ぎに
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

定
額
給
付
金
の
給
付
に
つ
い
て
は
、

１　

役
場
か
ら
電
話
で
連
絡
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２　

役
場
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動

預
払
機
）
へ
行
く
よ
う
指
示
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　

役
場
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
暗
証
番
号
を
聞
く
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
新
手
の
口
実
で 
詐 さ

 
欺 
被
害
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
定
額
給

ぎ付
金
に
関
し
て
電
話
な
ど
で
不
審
な

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

役
場
、
ま
た
は
葉
山
警
察
署
生
活
安

全
課
（
�
八
七
六－

〇
一
一
〇
）
に

直
接
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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　４月号でお知らせした平成２１年度
当初予算案は、平成２１年第１回定例
会において、一般会計予算案につい
ては原案（４月号に掲載したもの）
を増額して修正可決されました。ま
た、各特別会計については原案のと
おり可決されました。

増　　　減当　初　案修　正　後会　　計　　名

１１，４２４８，７７２，９００８，７８４，３２４一　般　会　計

予算規模

増減当初案修正後区　分
０５，８１４，９１３５，８１４，９１３町 税
０７１，０００７１，０００地 方 譲 与 税
０２９，０００２９，０００利 子 割 交 付 金
０２５，０００２５，０００配 当 割 交 付 金
０１０，０００１０，０００株式等譲渡所得割交付金
０２１０，０００２１０，０００地 方 消 費 税 交 付 金
０２４，０００２４，０００ゴルフ場利用税交付金
０５５，０００５５，０００自動車取得税交付金
０７８，２０８７８，２０８地 方 特 例 交 付 金
０４４，０００４４，０００地 方 交 付 税
０５，５００５，５００交通安全対策特別交付金
０５３，３０８５３，３０８分 担 金 及 び 負 担 金
０１８３，８５６１８３，８５６使 用 料 及 び 手 数 料
０３６３，５７０３６３，５７０国 庫 支 出 金
０５０４，８７９５０４，８７９県 支 出 金
０３，１７９３，１７９財 産 収 入
０６６寄 附 金
０４４９，５００４４９，５００繰 入 金

１０，０００２００，０００２１０，０００繰 越 金
１，４２４７９，６８３８１，１０７諸 収 入

０５６８，２９８５６８，２９８町 債
１１，４２４８，７７２，９００８，７８４，３２４合 計

（１）歳入 （単位：千円）

増減当初案修正後区　分
０１９１，９１１１９１，９１１議 会 費

７，１９３１，２３９，４９０１，２４６，６８３総 務 費
０２，１２８，６５７２，１２８，６５７民 生 費
０１，４０９，８７５１，４０９，８７５衛 生 費
０４４，９５５４４，９５５農林水産業費
０１０７，５０２１０７，５０２商 工 費
０１，３３０，１４７１，３３０，１４７土 木 費
０５９１，０９７５９１，０９７消 防 費

４，２３１１，０９９，４４６１，１０３，６７７教 育 費
０１，８００１，８００災害復旧費
０５８７，１４２５８７，１４２公 債 費
０８７８８７８諸 支 出 金
０４０，０００４０，０００予 備 費

１１，４２４８，７７２，９００８，７８４，３２４合　　　　計

（２）歳出 （単位：千円）

○くれ竹の郷葉山推進事業　７，３６４千円（＋６，４５３千円）

○姉妹都市宿泊費助成事業　７４０千円（＋７４０千円）

○小学校運営事業　　　　　２８，０１６千円（＋２，９５４千円）

○中学校運営事業　　　　　１２，２６８千円（＋１，１５０千円）

○中学校教育振興運営事業　２，１５１千円（＋１２７千円）

修正された事業

（単位：千円）


